
宿泊税を活用し、県内宿泊業の持続的な成長の促進と本県の観光産業の高付

加価値化を図るため、県が設置する「福岡県中小企業生産性向上支援セン
ター」による支援を受けている宿泊事業者（政令市を除く）が実施する
生産性向上の取組や設備投資を支援する補助制度です。

①本補助金利用企業のセンターへの支援申込書提出期限
令和５年５月１７日（水）１２時 ※必着

②本補助金の申請書提出期限
令和５年７月１２日（水）１２時 ※必着

申 請 期 限

センターの生産性アドバイザーが作成した生産性向上支援計画の中に位置づけられ、福
岡県内（政令市を除く）に所在する宿泊施設、その従業員等を対象として実施する、生産性
向上に効果的な事業

補助対象事業

①生産性向上を目的に、センターに支援の申込を行ってください。
②申込後、アドバイザーと生産性向上に取り組み、現状分析、対策案検討を経て支援対象
事業が生産性向上に必要かつ効果的であると認められ生産性向上支援計画書に位置づ
けられた場合（作成に１～２か月程度要します）、補助金の申請が可能となります。

申請の流れ

補助対象経費

施設区分

旅館
ホテル等

民泊

①施設整備に必要な設計費、工事費等 ○

②装置、器具、ソフトウェア等の購入及び改良費 ○ ○

③ ②の装置等導入に付随する経費（運搬費、設置工事費等） ○ ○

④社員の人材育成研修、労働環境改善、業務改善に係る経費 ○ ○

⑤新たなサービス展開のためのマーケティング調査費、広告宣伝費 ○ ○

福岡県内（政令市を除く）で宿泊施設の営業許可を受けた中小企業者等であり、セン
ターの生産性アドバイザーの支援を受け、生産性向上の取組を行っている者

補助対象者

※センターへの生産性向上支援の申込は
本補助事業のスケジュールに関わらず、
随時受付を行っています。

＜令和４年度支援実績（一例）＞
・ 業務効率化 … 宿泊予約システムの導入、インカムの導入、

防犯設備の導入（防犯カメラ等）
・ コスト削減 … 空調の仕様変更（灯油・セントラル式→電気・個別空調）
・ 売 上 向 上 … 客室リノベーション、浴室増設、

人材育成研修の実施（接遇マナー、清掃スキルの向上）

福岡県宿泊事業者生産性向上支援補助金
～令和５年度 第１期募集を開始します！～



（福岡県 商工部観光局観光政策課 観光産業係）

福岡県内（北九州市・福岡市除く）に所在し、以下の営業、または住宅宿泊事業（民泊）の
営業を行っている宿泊施設

① 旅館・ホテル営業（旅館業法第２条第２項）
② 簡易宿所営業（旅館業法第２条第３項）

ただし、国及び地方公共団体が管理又は運営する施設は対象外となります。

※国又は地方公共団体から運営委託又は指定管理を受けている施設も含む

対 象 施 設

原則、郵送での提出とします（持参される場合は、事前にご連絡下さい）。

申 請 方 法

以下のホームページからダウンロードしてください。

【福岡県庁HPトップページ＞テーマから探す＞しごと・産業・観光＞観光振興】

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/seisanseikoujo-syukuhaku-2023hojo.html

提 出 書 類

①生産性向上支援の申込先
福岡県中小企業生産性向上支援センター
住 所： 〒８１２－００４６ 福岡市博多区吉塚本町１３-５０福岡県吉塚合同庁舎１階
電 話： ０９２－２９２－８８９０ F A X： ０９２－２９２－８６８８
受付時間： ９時００分～１２時００分／１３時００分～１７時００分 ※土、日、祝日を除く

②補助金申請書の提出先（本補助金に関する問い合わせ先）
福岡県商工部観光局観光政策課 観光産業係
住 所： 〒８１２－８５７７ 福岡市博多区東公園７－７
電 話： ０９２－６４３－３４５６
受付時間： ９時００分～１７時００分 ※土、日、祝日を除く

※補助金申請に関する事前相談＜任意＞
福岡県旅館ホテル生活衛生同業組合
電 話： ０９２－７３７－５０５０ ※土、日、祝日を除く
受付時間： １０時００分～１６時３０分 ※同組合の組合員施設でなくても相談可能です

お問い合わせ・提出先

〇補助率 補助対象経費の１／２以内
〇補助限度額 ３００万円
○採択件数 １５件程度

補 助 金 額


